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午前１０時００分 開会   

 

◎開会・開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、令和４

年第４回美幌町議会臨時会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、５番木村利昭さん、６番伊

藤伸司さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 会期の

決定についてを議題とします。 

去る５月６日、議会運営委員会を開きま

したので、委員長から報告を求めます。 

１３番馬場博美さん。 

○１３番（馬場博美君）〔登壇〕 令和４

年第４回美幌町議会臨時会の開会に当た

り、去る５月６日、議会運営委員会を開催

しましたので、その内容と結果について報

告いたします。 

本臨時会に付議された案件は、専決処分

の承認８件、人事案件１件、議案は動産の

取得１件及び補正予算１件、専決処分の報

告２件、以上のとおりであります。 

以上の内容でありますので、本臨時会の

会期については、本日１日限りといたしま

す。 

慎重なる審議に皆さんの協力をお願いす

るとともに、行政職員の皆さんには、真摯

な答弁と対応をお願い申し上げて、議会運

営委員会委員長としての報告といたしま

す。 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

ただいま、議会運営委員会委員長から報

告があったとおり、本臨時会の会期を１日

間としたいと思いますが、御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、会期は１日間と決定しまし

た。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（遠國 求君） 諸般の報告を

申し上げます。 

本日の会議につきましては、御手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましても、印

刷したものを配付しておりますので、御了

承願います。 

また、本臨時会中、町広報及び議会広報

用のため写真撮影を行いますので、御了承

願います。 

なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

の使用を許可していますので、あわせて御

承知おき願います。 

以上で諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎提出案件の概要説明 

○議長（大原 昇君） 町長より、提出案

件の説明をしたいとの申出がありますの

で、これを許します。 

町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 本日、こ

こに令和４年第４回美幌町議会臨時会が開

催されるに当たり、御出席を賜りました議
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員各位に対しまして、心から感謝いたしま

すとともに、提出案件の概要について御説

明申し上げます。 

専決処分の承認について。 

令和３年度美幌町一般会計補正予算（第

１８号）については、町道除排雪作業等の

ため急を要したこと。 

美幌町税条例の一部を改正する条例制定

については、地方税法等の一部を改正する

法律が令和４年３月３１日に公布されたこ

とに伴い、令和４年度の町税課税を行うた

め急を要したこと。 

令和３年度美幌町一般会計補正予算（第

１９号）については、起債事業費の確定に

伴う会計処理等のため急を要したこと。 

令和３年度美幌町国民健康保険特別会計

補正予算（第４号）については、療養給付

費の確定に伴う会計処理等のため急を要し

たこと。 

令和３年度美幌町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２号）については、事務費

繰入金の確定に伴う会計処理等のため急を

要したこと。 

令和３年度美幌町介護保険特別会計補正

予算（第５号）については、介護サービス

給付費の確定に伴う会計処理等のため急を

要したこと。 

令和３年度美幌町公共下水道特別会計補

正予算（第４号）については、終末処理場

維持管理事業費の確定に伴う会計処理等の

ため急を要したこと。 

令和３年度美幌町個別排水処理特別会計

補正予算（第３号）については、維持管理

事業費の確定に伴う会計処理等のため急を

要したこと。 

以上の理由により、専決処分をいたしま

したので、御承認を賜りたいのでありま

す。 

人事案件について。 

同意第３号については、本町固定資産評

価員菅敏郎前税務課長が、定年によりその

職を辞したことから、後任として松尾まゆ

み税務課長を選任いたしたく、御同意を賜

りたいのであります。 

動産の取得について。 

議案第３０号は「グラップル付き油圧シ

ョベル（中古車両）」について、見積合わ

せの結果に基づき取得することについて、

議決をいただきたいのであります。 

補正予算について。 

令和４年度美幌町病院事業会計補正予算

（第１号）については、小児科非常勤医師

の確保に係る予算の組替えを行おうとする

ものであります。 

なお、細部につきましては、後ほどそれ

ぞれ御説明申し上げますので、御審議の

上、原案に御協賛を賜りますようお願い申

し上げまして、提出案件の概要説明といた

します。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 承認第４号 

○議長（大原 昇君） 日程第３ 承認第

４号専決処分の承認についてを議題としま

す。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議案書の３ペ

ージになります。 

承認第４号専決処分の承認について御説

明いたします。 

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求める。 

４ページをお開き願います。 

専決処分書。 

令和３年度美幌町一般会計補正予算（第

１８号）について、町道除排雪作業等のた

め急を要するので、地方自治法第１７９条

第１項の規定により、別紙のとおり専決処

分する。 

専決日は、令和４年３月１９日付けでご

ざいます。 
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専決内容について御説明いたしますの

で、５ページを御覧ください。 

令和３年度美幌町一般会計補正予算（第

１８号）。 

令和３年度美幌町の一般会計補正予算

（第１８号）は、次に定めるところによ

る。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１,２００万円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１２３億８,

０５５万６,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明いたします。 

歳出から御説明いたしますので、議案書

の１４、１５ページをお開き願います。 

３、歳出になります。 

８款土木費、２項道路橋梁費、２目道路

橋梁維持費、３、除雪対策事業費の増、燃

料費の１００万円につきましては、町道の

除雪を行う直営車両に係る燃料費の追加に

なります。 

施設維持管理等委託料、除排雪委託料１,

０５０万円につきましては、３月の１９日

から２０日にかけまして、急速に発達した

低気圧が北海道付近を通過するため、町道

の除雪作業に支障を来すことがないよう、

所要額を追加したところでございます。 

次に、１２款職員給与費、１項、１目の

職員給与費、２、会計年度任用職員給与支

給事務費の増、その他手当５０万円につき

ましては、除雪作業に従事する会計年度任

用職員の時間外勤務手当の追加になりま

す。 

次に、歳入について御説明いたしますの

で、議案書の１２、１３ページにお戻りを

願います。 

２、歳入になります。 

２０款繰入金、１項基金繰入金、１目の

財政調整基金繰入金１,２００万円につきま

しては、今回の補正予算の財源といたしま

して、財政調整基金からの繰入れを行うも

のであります。 

なお、参考資料の９ページ、資料２に基

金の年度末予定残高を掲載しておりますの

で、御確認をいただければと思います。 

以上、承認第４号専決処分の承認につい

て御説明を申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、承認第４号専決処分の承認に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件は、承認することに決

定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 承認第５号 

○議長（大原 昇君） 日程第４ 承認第

５号専決処分の承認についてを議題としま

す。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法君） 議案書の

１７ページになります。 

承認第５号専決処分の承認について御説

明を申し上げます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求める。 

１８ページになります。 

専決処分書。 

美幌町税条例の一部を改正する条例制定

について、令和４年度町税課税のため急を

要するので、地方自治法第１７９条第１項

の規定により、別紙のとおり専決処分す
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る。 

専決日は、令和４年３月３１日付でござ

います。 

専決内容について御説明いたしますの

で、１９ページを御覧いただきたいと思い

ます。 

美幌町税条例の一部を改正する条例制定

について。 

美幌町税条例の一部を改正する条例を次

のように制定しようとする。 

記以下につきましては、参考資料により

御説明いたしますので、参考資料の１ペー

ジをお開き願います。 

資料１、承認第５号関係。 

美幌町税条例の一部を改正する条例制定

について。 

改正目的でございますが、地方税法等の

一部改正に伴いまして、税条例の改正を行

うものでございます。 

改正内容につきましては、３項目でござ

います。 

１つ目は、国民健康保険税についてであ

りますが、課税限度額の改正になります。 

基礎課税額を６３万円から６５万円に、

後期高齢者支援金等課税額を１９万円から

２０万円にそれぞれ上限額を引上げます。 

２つ目は、固定資産税、都市計画税につ

いてでありますが、土地に係る負担調整措

置の改正になります。 

土地に係る固定資産税、都市計画税は、

評価額が急激に上昇した場合でも、税額の

上昇が緩やかなものになるよう、課税標準

額を徐々に本来の額に近づけていく負担調

整措置が講じられておりますが、今回景気

回復に万全を期すため、激変緩和の観点か

ら、令和４年度限りの措置としまして、商

業地等に係る課税標準額の上昇幅を現行の

５％から２.５％とするものでございます。 

最後に、その他といたしまして、地方税

法の改正に伴う引用条項や字句の整理を行

おうとするものでございます。 

根拠法令は、地方税法。 

施行日は、令和４年４月１日でございま

す。 

なお、参考資料２ページから８ページに

新旧対照表を添付してございますので、御

参照いただければと思います。 

以上、承認第５号について御説明申し上

げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

１２番松浦和浩さん。 

○１２番（松浦和浩君） それでは、今の

改正内容、国民健康保険税の上限額の変更

のところですけれど、このことによって、

美幌町民、健康保険税を払ってる方に、ど

のような影響だとか、効果だとか、何が起

きるのか、もし分かればお願いします。 

○議長（大原 昇君） 税務課長。 

○税務課長（松尾まゆみ君） お答えいた

します。 

今回の国民健康保険の限度額の引上げに

つきましては、高い所得がある方に負担能

力に応じて応分の負担を求めることによっ

て、所得の大きい、少ないによっての保険

料負担の格差を是正するという国の方針に

伴う税制改正によるものでございまして、

今回の限度額の引上げによりまして、影響

がある世帯につきましては、令和３年度を

基本に考えますと、限度額を超えて御負担

いただいている１８５世帯が、医療分、介

護分、支援分合わせて９９万円まで御負担

いただいてた部分が、最大で１０２万円に

なるというような形になります。 

これにより、最大で５５５万円の保険税

の税収の増というような形になるかと思っ

ております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 



 

－ 7 － 

これから、承認第５号専決処分の承認に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件は、承認することに決

定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第５ 承認第６号 

○議長（大原 昇君） 日程第５ 承認第

６号専決処分の承認についてを議題としま

す。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議案書の２３

ページになります。 

承認第６号専決処分の承認について御説

明いたします。 

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求める。 

２４ページをお開き願います。 

専決処分書。 

令和３年度美幌町一般会計補正予算（第

１９号）について、起債事業費の確定に伴

う会計処理等のため急を要するので、地方

自治法第１７９条第１項の規定により、別

紙のとおり専決処分する。 

専決日は、令和４年３月３１日付けであ

ります。 

専決内容について御説明いたしますの

で、２５ページを御覧ください。 

令和３年度美幌町一般会計補正予算（第

１９号）。 

令和３年度美幌町の一般会計補正予算

（第１９号）は、次に定めるところによ

る。 

今回の補正は、起債事業費の確定のほ

か、繰越明許費及び地方債の補正、年度末

における予算の整理などを行うものでござ

います。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１億５,８４３万８,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ１２５億３,８９９万４,０００円とす

る。 

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明いたします。 

繰越明許費の補正。 

第２条、繰越明許費の変更及び追加は、

第２表繰越明許費補正で御説明いたしま

す。 

地方債の補正。 

第３条、地方債の変更は、第３表地方債

補正で御説明いたします。 

それでは、繰越明許費補正から御説明を

いたしますので、議案書の３２ページをお

開き願います。 

第２表、繰越明許費補正になります。 

１段目の２款総務費、１項総務管理費、

庁舎改築等事業につきましては、庁舎駐車

場整備工事の工期変更に伴い、昨年１１月

の臨時会で１億２,０９８万９,０００円の

繰越明許費を設定いたしましたが、残土処

分量の確定等による設計変更が見込まれま

すので、工事請負費の執行残につきまして

も予算を繰り越すこととし、補正後の金額

を１億２,３１７万円に変更いたします。 

２段目の３款民生費、１項社会福祉費、

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付

金給付事業は、コロナ禍の生活が長期化す

る中、住民税非課税世帯や家計急変世帯に

対し、国が１０万円を支給するもので、年

度内に事業が完了しないことから、４,７６

５万３,０００円を翌年度に繰越しいたしま

す。 

３段目、３款民生費、２項児童福祉費、

子育て世帯への臨時特別給付金給付事業

は、１８歳以下の子供１人につき、国が１

０万円を支給するもので、年度内に事業が
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完了しないことから、５５３万３,０００円

を翌年度に繰越しいたします。 

次に、議案書の３３ページ、第３表地方

債補正になります。 

１段目の医療従事者就業支援等補助事業

から８段目の住宅リフォーム促進補助事業

まで、記載の８件につきましては、いずれ

も事業費の確定に伴う限度額の変更になり

ます。 

なお、令和３年度の地方債の総額につき

ましては、下段に記載のとおり７億８,９９

２万４,０００円となります。 

次に、歳出について御説明いたしますの

で、議案書の５６、５７ページをお開き願

います。 

３、歳出になります。 

１款議会費、１項、１目議会費、１、議

会運営事務費の減、交際費３６万５,０００

円の減につきましては、新型コロナウイル

ス感染症の影響により、各種会議などが中

止になったことによる予算の整理になりま

す。 

なお、今回の補正におきましては、新型

コロナウイルス感染症の影響により、多く

の事務事業が中止あるいは縮小され、予算

に執行残が生じておりますが、細部の説明

につきましては省略をさせていただき、増

額追加する予算を中心に御説明をさせてい

ただきます。 

次に、２款総務費、１項総務管理費につ

きましては、次のページ、５８、５９ペー

ジになります。 

５目企画費、１、政策推進事業費の増の

うち、積立金１,３７９万円でありますが、

こちらは令和３年度のふるさと納税の額が

確定いたしましたので、ふるさとづくり基

金へ積立てを行うための計上になります。 

なお、令和３年度のふるさと納税の総額

につきましては、１億９,２０４万４,００

０円。返礼品などの諸経費を差引き、基金

へ積み立てる総額は９,８４７万６,０００

円になります。 

なお、参考資料９ページ、資料２に基金

の年度末予定残高を掲載しておりますの

で、後ほど御確認をいただければと思いま

す。 

次に、このページの下段になります。 

７目の交通安全費、１、交通安全対策推

進事業費の増のうち、積立金の１,０００万

円につきましては、今回の補正予算に係る

余剰金の一部を高齢者等運転免許自主返納

報酬などの財源に充てるため、交通安全推

進基金へ積立てを行うものになります。 

６０ページ、６１ページになります。 

中段の９目財政調整等基金費、１、財政

調整等基金積立金の増、負担金、道備荒資

金組合納付金の１億円につきましては、今

回の補正予算に係る余剰金の一部を災害発

生などの緊急的な支出に備えるため、北海

道備荒資金組合の納付金として積立てを行

うものでございます。 

道内全ての市町村が加入し、組織される

北海道備荒資金組合につきましては、災害

に備えるための資金の積立てや積立金の資

金運用など、災害応急復旧に係る事務を共

同で処理するために設置された一部事務組

合であります。 

今回の積立て後の美幌町の納付金の総額

は、約４億３,０００万円になります。 

次の積立金４億４,０９０万８,０００円

につきましては、寄附金及び今回の補正予

算に係る余剰金を財政調整基金等へ積み立

てるための計上になります。 

まず、寄附金といたしましては、３件ご

ざいます。 

１点目として、３月の２２日、株式会社

横山土建様から教育施設の整備充実に役立

ててほしいと１００万円の御寄附をいただ

いてございます。 

２点目として、３月の２４日、匿名の

方々から図書館の蔵書充実に役立ててほし

いと３万円を、３月２９日、報徳在住の大

屋委代様から同じく図書館の蔵書充実に役

立ててほしいと１万円を御寄附いただき、
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合わせて３件１０４万円の御寄附がござい

ましたので、財政調整基金に積立ての上、

それぞれ御趣旨に沿って活用してまいりま

す。 

また、今回の補正予算におきまして、余

剰金が発生しておりますので、安定した財

政運営を堅持するため、主要３基金へ積立

てをいたします。 

その内訳でございますが、まず、新型コ

ロナ対策、物価高騰対策をはじめ各種施策

を推進するための財源として、財政調整基

金に１億３,９８６万８,０００円を積立て

いたします。 

また、今後の起債の償還財源に充てるた

め、減災基金に１億円を積立ていたしま

す。 

また、将来の公共施設の更新整備に充て

るため、公共施設整備基金に２億円を積立

ていたします。 

あわせて、主要３基金に４億３,９８６万

８,０００円を積立ていたします。 

続きまして、議案書の６２、６３ページ

になります。 

下段の３款民生費、１項社会福祉費、１

目社会福祉総務費、１、社会福祉推進事業

費の増のうち、積立金の１億円であります

が、こちらにつきましては、今回の補正に

係る余剰金の一部を今後の福祉施策の財源

に充てるため、福祉基金へ積立てを行うも

のでございます。 

１番下の５、福祉灯油等助成事業費の

減、議案書の６４、６５ページになります

が、上段の扶助費、福祉灯油等購入費扶助

１８３万円の減でありますが、こちらは実

績に基づく予算の整理であります。 

燃料価格高騰による生活への影響を踏ま

え、高齢者世帯などを対象に１世帯当たり

１万円を支給いたしましたが、支給実績に

つきましては、１,７２０世帯となってござ

います。 

次の６６、６７ページにつきましては、

事業の実績に基づく予算の整理になりま

す。 

続いて、６８、６９ページになります。 

下段の４款衛生費、１項保健衛生費、１

目保健衛生総務費、１、保健衛生推進事業

費の減、補助金、医療従事者就業支援補助

金２７５万１,０００円の減につきまして

は、事業の実績に基づく予算の整理であり

ますが、内訳といたしまして、就業支援補

助２６名、住宅準備補助４名に対しまして

それぞれ補助金を交付しております。 

次に、議案書の７０、７１ページになり

ます。 

２目の予防費、１、感染等予防対策事業

費の減、補助金の１行目になります。 

新型コロナウイルス感染症検査費用補助

金５８６万円の減でありますが、申請件数

７００件と見込み、７００万円を措置して

ございましたが、申請実績が１１４件とな

りましたので、今回予算を整理いたしま

す。 

次に、議案書の７２、７３ページになり

ます。 

下段の６款農林水産業費、１項農業費に

つきましては、次のページ、７４、７５ペ

ージをお開き願います。 

中段になります。 

５目畜産業費、３、牧野管理運営事業費

の減、業務等委託料、美幌峠牧場預託牛管

理業務委託料１８４万２,０００円の減は、

町内の畜産農家から預託受入れ実績がなか

ったことによる減額になります。 

次に、７６、７７ページになります。 

２項林業費、１目林業総務費、２、林業

推進事業費の減のうち、積立金の３９万円

につきましては、美幌町が加入する北海道

森林バイオマス吸収量活用促進協議会よ

り、カーボンオフセット事業交付金の配分

がありましたので、未来への森林づくり基

金へ積立てを行います。 

議案書の７８、７９ページをお開き願い

ます。 

７款商工費、１項商工費、２目商工業振
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興費、１、商工業振興推進事業費の減は、

地方創生臨時交付金を活用して実施した新

型コロナウイルス対策関連補助事業の予算

の整理になります。 

補助金の５行目になりますが、店舗等感

染予防対策リフォーム促進支援事業補助金

は、１１件の申請があり、３９５万４,００

０円の補助金を支出しております。 

その下の新型コロナウイルス対策中小企

業者感染予防支援事業補助金は、 

８１件の申請があり、補助金の支出総額

は、１,１１１万８,０００円でございま

す。 

次に、８０ページ、８１ページの８款土

木費になりますが、こちらは、次のページ

８２、８３ページをお開き願います。 

５項住宅費、１目の住宅総務費、１、建

築事業費の減、補助金の１行目になりま

す。 

住宅リフォーム促進補助金３８９万２,０

００円の減でありますが、実績に基づく予

算の整理になります。 

令和３年度の申請件数は、８９件でござ

います。 

次に、このページの下段の１０款教育

費、１項の教育総務費、２目事務局費、

１、教育委員会事務局活動事務費の増、積

立金の１億円でありますが、こちらは、今

回の補正予算に係る余剰金の一部を学校施

設の長寿命化に向けた改修経費に充てるた

め、学校施設整備基金に積立てを行いま

す。 

次に、議案書の８４、８５ページになり

ます。 

２項の小学校費、１目学校管理費、１小

学校管理事業費の減のうち、積立金４５万

２,０００円につきましては、美幌小学校と

東陽小学校の学校林の売却益につきまし

て、その７割を学校施設整備基金へ積み立

てるための予算計上であります。 

議案書の８６、８７ページになります。 

４項の社会教育費、２目社会教育振興

費、５、芸術文化振興事業費の増、積立金

の５００万円につきましては、補正予算に

係る余剰金の一部を芸術文化振興基金へ積

立ていたします。 

議案書の８８、８９ページは、実績に基

づく予算整理になります。 

続いて、９０ページ、９１ページをお開

き願います。 

１２款職員給与費、１項、１目職員給与

費、このうち２の会計年度任用職員給与支

給事務費の減、４,６３７万７,０００円の

減額でありますが、こちらは実績に基づく

予算の整理でありますが、主な減額要因と

いたしましては、外国語指導助手ＡＬＴ１

名が新型コロナの影響で来日ができなかっ

たこと、また、美幌保育園、東陽保育園、

学童保育所などにおきまして、保育士を募

集いたしましたが応募がなく、執行残が発

生したものであります。 

なお、各保育現場におきましては、シフ

トの変更や代替保育士による対応により、

保育サービスには支障を来しておりません

ので、その旨を御報告させていただきま

す。 

続きまして、歳入について御説明いたし

ますので、３８、３９ページにお戻りを願

います。 

２、歳入になります。 

まず、１款町税でありますが、こちらは

現年課税分の確定に伴う予算の整理であり

ますが、中段の４項町たばこ税につきまし

ては、当初予算において、令和３年１０月

の増税を見据え、売渡し本数の減少を見込

みましたが、前年度と同程度の売渡し本数

があったことから、今回２,０５５万６,０

００円を増額いたします。 

下段の２款地方譲与税につきましては、

いずれも交付額の確定に伴う予算の整理に

なります。 

次に、４０ページ、４１ページをお開き

願います。 

下段になります７款地方消費税交付金で



 

－ 11 － 

ありますが、こちらは消費税率１０％のう

ち２.２％が、また、軽減税率８％が適用さ

れる場合は１.７６％が都道府県と市町村に

それぞれ配分されますが、交付額の確定に

伴い、８,３４２万１,０００円が追加交付

されたものであります。 

次に、４２、４３ページになります。 

中段の１２款地方交付税、２億３,３２８

万１,０００円につきましては、特別交付税

の額の確定に伴う増額になります。 

なお、令和３年度に交付された地方交付

税の総額は、議案書に記載のとおり、４６

億６,２７９万４,０００円でありますが、

その内訳につきまして、普通交付税は４２

億１,４５１万３,０００円、特別交付税が

４億４,８２８万１,０００円であります。 

次に、４４、４５ページになります。 

下段の１６款国庫支出金は、事業費の確

定に伴う予算整理でありますが、１番下の

２項国庫補助金につきましては、次の４

６、４７ページに記載のとおり、新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

を活用した事業の実績に基づき、交付金の

配分調整を行ってございます。 

なお、美幌町に配分された臨時交付金の

令和３年度の総額は、２億２,６５１万７,

０００円となります。 

下段の１７款道支出金につきましても、

事業費確定に伴う予算整理になります。 

次に、議案書の５０ページ、５１ページ

をお開き願います。 

１８款の財産収入、１項財産運用収入、

２目、１節の利子及び配当金のうち、１７

５万円につきましては、美幌町が森林組合

に出資しております２,５００万円に対し、

７％の配当がありましたので、歳入予算を

計上してございます。 

次に、２項の財産売払収入、２目、１節

の物品売払収入１６６万円でありますが、

こちらは除雪ロータリーの更新に伴い、旧

車両、平成４年車を売却した代金になりま

す。 

その下の３目、１節生産品売払収入１５

２万８,０００円は、みらい農業センターに

おいて、当初予算に計上した８００万円を

上回る農産品の売払い実績があったことか

ら、予算を整理いたします。 

次の１９款寄附金の１項、１目、１節一

般寄附金３０４万４,０００円のうち、一般

寄附金の増、１００万につきましては、３

月２２日、株式会社横山土建様から教育施

設の整備充実に役立ててほしいと１００万

円の御寄附をいただいているところでござ

います。 

その下のふるさと寄附金の増、２０４万

４,０００円につきましては、令和３年度の

ふるさと納税の額が確定いたしましたの

で、今回予算を整理いたします。 

なお、寄附の最終的な件数は１万５,９２

９件、金額は１億９,２０４万４,０００円

であり、前年度から約１億円の増収となり

ます。 

次に、中段の２０款繰入金、１項基金繰

入金、１目、１節の財政調整基金繰入金６,

２２０万８,０００円の減は、今回の補正予

算に係る財源調整を、その他の基金繰入金

は、事業費確定に伴う予算整理になりま

す。 

続いて、５２、５３ページになります。 

２２款諸収入、５項の雑入、中段の５

目、１節の雑入１,０６９万９,０００円の

うち、説明欄の３行目になります。 

物品等売払いの増、８７１万６,０００円

につきましては、鉄くず、段ボールや新聞

紙など、有価資源物の売払い実績に基づく

増額になります。 

また、説明欄の下から４行目になりま

す。 

新型コロナウイルスワクチン接種コール

センター業務委託料返還金、３２６万４,０

００円につきましては、ワクチン接種の予

約受付等の業務を９３３万４,２４１円で委

託いたしましたが、受託した事業者より不

適切な業務運営の事実が判明したため、委
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託料の一部を返還したい旨の申出があり、

返還金の支払いがあったところでございま

す。 

具体的には、ワクチン接種の電話予約の

受付等におきまして、当初の想定を大きく

超える入電があり、応答率が極めて低い結

果となったことから、受付件数の数値を改

ざんし、相応の応答率となるよう、町に対

して虚偽の報告がなされていたものであり

ます。 

委託期間１８３日のうち、受付件数の数

値が改ざんされていた期間、６４日分に相

当する委託料として、３２６万４,４３５円

が返還されたものでございます。 

その下の森林組合事業割配当金３３９万

２,０００円は、造林や保育間伐などの委託

事業につきまして、１０％相当額の配当金

があったものであります。 

下段の２３款町債につきましては、第３

表地方債補正で御説明したとおり、事業費

確定に伴う予算整理になります。 

以上、承認第６号専決処分の承認につい

て御説明を申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、承認第６号専決処分の承認に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は承認することに賛成の方は起立願

います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件は承認することに決定

しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第６ 承認第７号 

○議長（大原 昇君） 日程第６ 承認第

７号専決処分の承認についてを議題としま

す。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法君） 議案書の

９３ページになります。 

承認第７号専決処分の承認について御説

明を申し上げます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求める。 

９４ページになります。 

専決処分書。 

令和３年度美幌町国民健康保険特別会計

補正予算（第４号）について、療養給付費

の確定に伴う会計処理等のため急を要する

ので、地方自治法第１７９条第１項の規定

により、別紙のとおり専決処分する。 

専決日は、令和４年３月３１日付けでご

ざいます。 

専決内容について御説明いたしますの

で、９５ページを御覧いただきたいと思い

ます。 

令和３年度美幌町国民健康保険特別会計

補正予算（第４号）。 

令和３年度美幌町の国民健康保険特別会

計補正予算（第４号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ７,２１２万５,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ２５億５,９９７万円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明いたします。 

歳出から御説明いたしますので、議案書

１０４、１０５ページをお開き願います。 

３、歳出。 

２款保険給付費、１項療養諸費５,９４７

万１,０００円の減額と、その下の２項高額

療養費１,２６５万４,０００円の減額につ

きましては、それぞれ一般被保険者への保
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険給付費の実績見込額の減少によるもので

ございます。 

その下の３款国民健康保険事業費納付

金、１項医療給付費及び３項介護納付金に

つきましては、財源振替になります。 

次に、歳入について御説明いたしますの

で、１０２、１０３ページをお開き願いま

す。 

２、歳入。 

２款道支出金、１項道負担金７,２１２万

５,０００円の減額につきましては、保険給

付費の減に伴う保険給付費等普通交付金の

減額でございます。 

その下、４款繰入金、２項基金繰入金１

１１万７,０００円の減額につきましては、

その下、７款国庫支出金、１項国庫補助金

で、新型コロナウイルス感染症の影響によ

る収入減少世帯への減免措置に対する国か

らの補助金、１１１万７,０００円が増額と

なることによるものでございます。 

なお、補正後の国民健康保険基金の残高

につきましては、参考資料９ページに添付

させていただいておりますが、２億１,３４

９万２,０００円となります。 

以上、御説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

１１番上杉晃央さん。 

○１１番（上杉晃央君） １０３ページの

災害臨時特例補助金というのを新型コロナ

世帯に対する補助というふうに聞きました

が、実際に補助金の対象になった世帯とい

うのは何世帯あったのか。 

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 戸籍保険課長。 

○戸籍保険課長（佐々木斉君） 御答弁申

し上げます。 

国民健康保険税が新型コロナウイルスの

影響より減免になった世帯は、２０世帯と

いうふうになっております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、承認第７号専決処分の承認に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件は、承認することに決

定しました。 

暫時休憩します。 

再開は、１１時１０分といたします。 

午前１０時５４分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時１０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第７ 承認第８号 

○議長（大原 昇君） 日程第７ 承認第

８号専決処分の承認についてを議題としま

す。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法君） 議案書の

１０９ページになります。 

承認第８号専決処分の承認について御説

明を申し上げます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求める。 

１１０ページになります。 

専決処分書。 

令和３年度美幌町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２号）について、事務費繰

入金の確定に伴う会計処理等のため急を要

するので、地方自治法第１７９条第１項の

規定により、別紙のとおり専決処分する。 
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専決日は、令和４年３月３１日付でござ

います。 

専決内容について御説明いたしますの

で、１１１ページを御覧いただきたいと思

います。 

令和３年度美幌町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２号）。 

令和３年度美幌町の後期高齢者医療特別

会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

歳入予算の補正。 

第１条につきまして、事項別明細書によ

り御説明いたしますので、議案書１１６、

１１７ページをお開き願います。 

２、歳入。 

今回の補正につきましては、５款国庫支

出金、１項国庫補助金で、制度改正に伴う

周知広報関係の経費に対する国からの特別

調整交付金２６万１,０００円が増額となる

ことから、２款繰入金、１項一般会計繰入

金について、２６万１,０００円の減額を行

うもので、予算の総額に増減はございませ

ん。 

なお、１１８、１１９ページの歳出につ

きましては、財源振替でございます。 

以上、御説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、承認第８号専決処分の承認に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件は、承認することに決

定しました。 

 

――――――――――――――――――― 

◎日程第８ 承認第９号 

○議長（大原 昇君） 日程第８ 承認第

９号専決処分の承認についてを議題としま

す。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

福祉部長。 

○福祉部長（河端勲君） 議案の１２１ペ

ージをお開き願います。 

承認第９号専決処分の承認について御説

明申し上げます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求めるものでございます。 

１２２ページでございます。 

専決処分書。 

令和３年度美幌町介護保険特別会計補正

予算（第５号）について、介護サービス給

付費の確定に伴う会計処理等のため急を要

するので、地方自治法第１７９条第１項の

規定により、別紙のとおり専決処分する。 

専決日につきましては、令和４年３月３

１日付けでございます。 

１２３ページになります。 

令和３年度美幌町介護保険特別会計補正

予算（第５号）。 

令和３年度美幌町の介護保険特別会計補

正予算（第５号）は、次に定めるところに

よる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１章、歳入歳出予算総額から歳入歳出

それぞれ４,１６２万３,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ２０億１,３９５万３,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

今回専決処分いたしました補正予算につ

きましては、介護サービス給付費及び国庫

支出金の確定に伴い、保険料、そのほかの

費用の実績を見込み、減額補正を行ったも

のでございます。 
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歳出から御説明いたしますので、１３

４、１３５ページをお開き願います。 

３、歳出。 

１款総務費、３項介護認定審査会費につ

きましては、介護認定審査会事務費、介護

認定調査事務費について、実績に基づく減

額でございます。 

２款保険給付費につきましては、１項介

護サービス等諸費から１３６、１３７ペー

ジ中段の５項特定入所者介護サービス等費

まで、主に新型コロナウイルスの影響によ

り、サービス利用実績が減少したことによ

る給付費等の減額でございます。 

その下、３款地域支援事業費１,１４４万

８,０００円の減額についてでありますが、

１項介護予防生活支援サービス事業費、次

のページの２項包括的支援事業費、任意事

業費とも、新型コロナウイルスの影響によ

る事業の中止や縮小による委託料や運動指

導業務負担金、配食事業運営委託料の減額

でございます。 

その下、４款基金積立金につきまして

は、本補正予算の余剰金を介護保険基金に

積み立てるものでございます。 

その下、５款諸支出金につきましては、

財源振替でございます。 

次に、歳入について御説明いたしますの

で、１３０、１３１ページにお戻りいただ

きたいと思います。（「説明省略」と発言

する者あり） 

以上、御説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

１２番松浦和浩さん。 

○１２番（松浦和浩君） １３５ページ、

２項保険給付費のうち施設介護サービス給

付事業の減、１,９７７万２,０００円。 

たしかこれは、前回の補正の中でも減額

になったのですけれど、また今回もなった

となれば、施設、ベッド数の関係で何か動

いたのかどうか、詳しくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾亘君） 御答弁いた

します。 

施設介護サービス給付事業の減でござい

ますが、まず３月の部分については、その

後の見込みも想定しまして、安全な部分で

決算見込みということで減額させていただ

きました。その後、個別に説明いたします

と、まず介護老人福祉施設。こちらが大き

な主なものになりますが、３月補正後から

決算に対しまして、１,０８３万３,０００

円の減でございます。 

当初からの比較になりますが、計画では

月１１２床を見ておりましたが、決算では

１０８床。こちらは町内の特養に限らず、

一部でございますが、町外の特養も入って

おります。 

続きまして、介護老人保健施設でござい

ますが、こちら３月の補正から決算までで

４５９万６,０００円の減でございます。 

こちらにつきましても、当初計画では月

９２床を見ておりましたが、決算では月平

均８０床という形になっております。 

最後、介護医療院でございますが、こち

らも３月の補正後、決算まで３０４万２,０

００円の減という形になっております。 

こちらは月１０床見ておりましたが、決

算で平均４.８床という結果になっておりま

す。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） ３月のときにも

確認をとったのですけれど、こういうふう

にベッド数が空くということは、入る人が

減ったのか、入れないでいるのか。そうな

ると、入れない状態なのだと思うのです。 

美幌町のみならず、地域の介護の関係が

おろそかになるとすれば、やはりきちんと

今後の対応、どのようにいけるのか、何か

方策でもあればお願いします。 

○議長（大原 昇君） 福祉部長。 
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○福祉部長（河端勲君） ただいまの施設

の利用率の関係でございます。 

議員おっしゃるとおり、若干利用率は低

い状態にありますが、先だって本会議でも

御説明いたしましたが、町の立場といたし

ましては、各事業者とも定期的に面接を行

いまして、この施設の有効運用といいます

か、ベッドの稼働率ですとかそういった部

分について意見交換をしながら、適正な運

営に向けて進めてまいりたいというふうに

思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑ありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、承認第９号専決処分の承認に

ついてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件は、承認することに決

定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第９ 承認第１０号 

○議長（大原 昇君） 日程第９ 承認第

１０号専決処分の承認についてを議題とし

ます。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） 議案の１

４３ページをお開き願います。 

承認第１０号専決処分の承認について御

説明申し上げます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定によりこれを町議会に報告し、

承認を求めるものでございます。 

１４４ページでございます。 

専決処分書。 

令和３年度美幌町公共下水道特別会計補

正予算（第４号）について、終末処理場維

持管理事業費の確定に伴う会計処理等のた

め急を要するので、地方自治法第１７９条

第１項の規定により、別紙のとおり専決処

分する。 

専決日につきましては、令和４年３月３

１日付でございます。 

１４５ページを御覧ください。 

令和３年度美幌町公共下水道特別会計補

正予算（第４号）。 

令和３年度美幌町の公共下水道特別会計

補正予算（第４号）は、次に定めるところ

による。 

今回、専決処分いたしました補正予算に

つきましては、終末処理場維持管理事業費

並びに公共下水道建設事業費の確定などに

よる減額補正を行ったものでございます。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出の予算の総額から歳入

歳出それぞれ１,５５２万９,０００円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ１０億７,５８３万７,０００円とす

る。 

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

地方債の補正。 

第２条、地方債の変更につきましては、

第２表地方債補正で御説明申し上げます。 

１４８ページをお開き願います。 

第２表地方債補正。 

公共下水道事業であります。 

対象事業費の確定によるもので、起債限

度額を１億２,９２０万円から２９０万円減

額いたしまして、１億２,６３０万円とする

ものであります。 

次に、事項別明細書の歳出から御説明い

たしますので、１５４、１５５ページをお

開き願います。 

３、歳出。 

このページ、公共下水道事務費、終末処
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理場維持管理事業費、公共下水道管渠維持

管理事業費と公共下水道建設事業費の減

は、事業費の確定に伴う執行残による減額

であります。 

次に、歳入について御説明いたしますの

で、１５２、１５３ページをお開き願いま

す。 

２、歳入。 

このページ、下水道受益者負担金の増

は、負担区の増による増額であります。 

その下、下水道使用料の減は、実績減に

よる減額。 

その下、公共下水道事業費補助金の減

は、対象事業費の確定による実績減による

減額。 

その下、一般会計繰入金の減は、今回の

補正に伴います財源調整としての減額。 

その下、水洗便所改造等資金貸付金償還

金の減は、実績の減による減額。 

その下、公共下水道債につきましては、

第２表地方債において御説明申し上げまし

たので、よろしくお願いいたします。 

以上、御説明いたしました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、承認第１０号専決処分の承認

についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件は、承認することに決

定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１０ 承認第１１号 

○議長（大原 昇君） 日程第１０ 承認

第１１号専決処分の承認についてを議題と

します。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） 議案の１

５９ページをお開き願います。 

承認第１１号専決処分の承認について御

説明申し上げます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求めるものでございます。 

１６０ページでございます。 

専決処分書。 

令和３年度美幌町個別排水処理特別会計

補正予算（第３号）について、維持管理事

業費の確定に伴う会計処理等のため急を要

するので、地方自治法第１７９条第１項の

規定により、別紙のとおり専決処分する。 

専決日につきましては、令和４年３月３

１日付でございます。 

１６１ページを御覧ください。 

令和３年度美幌町個別排水処理特別会計

補正予算（第３号）。 

令和３年度美幌町の個別排水処理特別会

計補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

今回、専決処分いたしました補正予算に

つきましては、維持管理事業費の確定によ

る減額補正を行ったものであります。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ１７４万１,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１

億１,４２９万４,０００円とする。 

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。 

１７０、１７１ページをお開き願いま

す。 

歳出。 

このページ、個別排水処理施設維持管理

事業費の減は、事業費の確定に伴う執行残

による減額であります。 
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次に、歳入について御説明いたしますの

で、１６８、１６９ページをお開き願いま

す。 

２、歳入。 

このページ、一般会計繰入金は今回の補

正に伴います財源調整としての減額であり

ます。 

以上、御説明いたしました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、承認第１１号専決処分の承認

についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件は承認することに決定

しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１１ 同意第３号 

○議長（大原 昇君） 日程第１１ 同意

第３号美幌町固定資産評価員の選任につい

てを議題とします。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

町長。 

○町長（平野浩司君） 議案書の１７２ペ

ージでございます。 

同意第３号美幌町固定資産評価員の選任

について御説明申し上げます。 

本町固定資産評価員菅敏郎は、定年によ

りその職を辞したので、次の者を選任いた

したく、地方税法第４０４条第２項の規定

により議会の同意を求めるものでございま

す。 

氏名、松尾まゆみ。 

住所、生年月日につきましては、議案に

記載のとおりでございます。 

以上、御説明いたしました。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、同意第３号美幌町固定資産評

価員の選任についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は、同意することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件は同意することに決定

しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１２ 議案第３０号 

○議長（大原 昇君） 日程第１２ 議案

第３０号動産の取得についてを議題としま

す。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

経済部長。 

○経済部長（後藤秀人君） 議案書の１７

３ページになります。 

動産の取得について御説明申し上げま

す。 

議案第３０号動産の取得について、次の

とおり、動産を取得するものとする。 

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の１０ページ

をお開き願います。 

資料３、議案第３０号関係。 

動産の取得について。 

今回の動産の取得につきましては、平成

１５年式の車両の更新で、グラップル付油

圧ショベル（中古車両）１台の購入でござ

います。 

納入場所は、美幌町字美富２９番地の

１。 

動産の概要につきましては、記載のとお

りでございます。 
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見積合わせ年月日は、令和４年４月１３

日。 

見積依頼業者は、住友建機販売株式会社

でございます。 

取得の金額は、１,９９１万円。 

取得の相手方、上川郡当麻町４１４番地

１２、住友建機販売株式会社北海道統括部

旭川支店、支店長上野雅紀でございます。 

契約保証金は免除。 

契約年月日につきましては、議決後本契

約による。 

納入期限は、令和４年１２月３０日でご

ざいます。 

以上、御説明申し上げました。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

２番藤原公一さん。 

○２番（藤原公一君） まず、今回のグラ

ップル付油圧ショベルの関係なのですけれ

ども、購入者が当麻町の住友建機さんとい

うことで、この管内に住友の重機が直せる

場所があるのかと、多分造園の機械なの

で、油圧系統がすごく弱いと思うのですけ

れども、これについての保証期間が何年つ

いているのかだけ説明願えればと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（伊藤寿君） 先ほどの御

質問に対して、回答させていただきます。 

まず、こちらの住友建機販売株式会社で

の購入となったいきさつとしましては、町

の指名対象業者で中古車両を取り扱ってい

る対象業者が町内と北見市に６社ございま

す。そこで、中古車両を探したのですけれ

ども車両は見つからず、北海道林業機械化

協会のほうに、中古車両の情報提供を依頼

いたしました。そこから購入車両を紹介し

ていただきまして、購入ということになり

ました。 

そこで、保証についてと修繕についてな

のですけれども、こちらのほうはただいま

手元に資料ございませんので、後ほど調べ

た上で回答させていただきたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

１０番古舘繁夫さん。 

○１０番（古舘繁夫君） この資料を見せ

ていただくと、年式というところに２０２

２年。つまりは新しい。中古と言っても、

こういうのがあるのだと思ったのですよ。

新古車のようないいものが出たのだという

話を、もしされるのであれば聞かせてくだ

さい。 

２０２２年というのは今年ですよね。 

新品だったらどれぐらいするのかなとか

いいものが買えたのだなと、今町長大きく

うなずいたけれども、本当にもううまいこ

とめぐり会って、今まで困ってたけれどう

まいのが買えたのだと言ってくれるのであ

れば、それで結構。 

その辺を教えてください。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（後藤秀人君） ただいまの御

質問でございますが、住友建機でデモ機と

して購入し、導入された車両がありまし

て、北海道林業機械化協会さんの紹介で、

今回その新古車を購入できることになりま

した。 

以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑ありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。 

これから、議案第３０号動産の取得につ

いてを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 
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したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１３ 議案第３１号 

○議長（大原 昇君） 日程第１３ 議案

第３１号令和４年度美幌町病院事業会計補

正予算（第１号）についてを議題としま

す。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 議案１７５

ページをお開き願います。 

議案第３１号令和４年度美幌町病院事業

会計補正予算（第１号）について御説明を

申し上げます。 

今回の補正につきましては、小児科にお

ける外来診療について、毎週金曜日の診療

を非常勤医師により実施するための費用に

ついて、予算の組替えを行おうとするもの

であります。 

第１条、令和４年度美幌町の病院事業会

計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

第２条の収益的支出の補正につきまして

は、実施計画書及び説明書で御説明を申し

上げます。 

第３条の議会の議決を経なければ流用す

ることのできない経費の補正につきまして

は、今回の給与費の補正により、職員給与

費の既決予定額から５１０万円を減額し、

１１億９,９７６万円にしようとするもので

あります。 

次に、１７６、１７７ページをお開き願

います。 

収益的支出の補正であります。 

１項、１目給与費の報酬、臨時医師報酬

５１０万円の減額と、３目経費の委託料、

小児科診療業務委託料４３０万円の計上

は、小児科常勤医師の業務負担の軽減と町

内における小児科専門医による診療の充実

のため、当初予算において、常勤医師の診

療を補完する非常勤医師の報酬を計上して

いたところですが、その診療対価につきま

しては、医師への直接支払いから現在所属

する医療機関に対し支払うこととなったた

め、今回報酬から委託料へ予算の組替えを

行おうとするものであります。 

なお、当初予算では、４月から翌年３月

までの１２か月間、毎週１回の診療を行う

ものとして、５１回分の報酬を計上してお

りましたが、診療開始は、本年６月３日か

らの毎週金曜日を予定しているため、委託

料につきましては、６月から翌年３月まで

の１０か月間の４３回分を計上するもので

あります。 

以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、議案第３１号令和４年度美幌

町病院事業会計補正予算（第１号）につい

てを採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１４ 報告第６号 

○議長（大原 昇君） 日程第１４ 報告

第６号専決処分の報告について、御手元に

配付しているとおり、報告書の提出があり

ましたので、お聞きすることがあれば許し

ます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第６号専決処分の報告につい

ては、これで終わります。 
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――――――――――――――――――― 

◎日程第１５ 報告第７号 

○議長（大原 昇君） 日程第１５ 報告

第７号専決処分の報告について、御手元に

配付しているとおり、報告書の提出があり

ましたので、お聞きすることがあれば許し

ます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第７号専決処分の報告につい

ては、これで終わります。 

──────────────────── 

◎閉会宣告 

○議長（大原 昇君） 以上で、本臨時会

に付議されました案件は全部終了しまし

た。 

会議を閉じます。 

これで、令和４年第４回美幌町議会臨時

会を閉会します。 

お疲れさまでした。 

 

 

午前１１時４３分 閉会   
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